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20240401通所介護 

                社会福祉法人春生会 

指定通所介護事業所運営規程 

デイサービスセンター あさひが丘 運営規程 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人春生会が開設するデイサービスセンター あさひが丘（以下「事業  

所という。）が行う指定通所介護（以下「事業」という。）の適正な運営を確保する

ために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員及び

介護職員（以下「生活相談員等」という。）が、要介護状態にある高齢者に対し、適

正なサービスを提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所の生活相談員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力       

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機   

能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維 

持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

  ２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密 

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

  ３ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め

るものとする。 

  ４ 事業においては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目

標を設定し、計画的に行うものとする。 

  ５ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、生活相談員等に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

① 名称 デイサービスセンター あさひが丘 

② 所在地 春日井市神屋町１３０６番地１ 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

① 管理者 １名（常勤兼務） 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

② 従業者 

    生活相談員   １名以上 

    看護職員    １名以上  

    機能訓練指導員 １名以上  

    介護職員    ５名以上 
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   従業者は、指定通所介護の提供に当たる。 

   尚、従業者は提供に当たって指定通所介護および介護予防・日常生活支援総合事業そ

れぞれのサービスを兼務、また一般型・認知症対応型それぞれのサービスを兼務する

こととする。 

 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

① 営業日は、月・火・水・木・金・土の各曜日とする。ただし、１２月３１日から１

月３日までを除く。 

② 営業時間は、 午前８時００分から午後５時３０分までとする。 

③ サービス提供時間は、通常 次の通りとする。  

【指定通所介護】次の何れかの時間帯とする。 

ⅰ）午前 ９時００分から午後 ４時１０分まで 

ⅱ）午前１０時００分から午後 ３時１０分まで 

 

（利用定員） 

第６条 指定通所介護の利用定員は次のとおりとする。 

① 一般型 ： 定員３５名 

 

（内容及び利用料等） 

第７条 指定通所介護の内容は次のとおりとし、サービスを提供した場合の利用料の額は、

介護報酬の告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、介護

報酬単位に利用される方の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額

とする。 

① 食事の提供 

② 入浴（一般浴・特別浴） 

③ 日常生活動作の機能訓練 

④ 健康チェック 

⑤ 送迎 

 ２ 第９条の通常の事業の実施区域を越えて行う指定通所介護に要した送迎の費用は、

通常の事業の実施区域を越えた地点から、１キロメートルあたり５０円徴収する。 

 ３ 食費は、昼食代５１０円とおやつ代７０円を徴収する。 

 ４ おむつ代は、Ｍサイズ：１６５円／枚，Ｌサイズ：１９０円／，パット：３５円／枚

を徴収する。 

 ５ 連絡帳 １００円 

６ 介護保険適用外の延長サービスについては、３０分につき９００円を徴収する。 

 ７ 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収す

る。 
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 ８ 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書

で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとす

る。 

 

（緊急時等における対処方法） 

第８条 生活相談員等は、サービス提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他

緊急事態が生じたときは、速やかに主事の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理

者に報告しなければならない。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第９条 通常に事業の実施地域は、以下の通りとする。 

① 春日井市全域 

② 小牧市の以下の地域 

   （大草、大草一色、大草洞上、大草北、大草東、大草南、大草西、大草中、大草藤助、

大草太良、大草七重、光ヶ丘、城山、桃ヶ丘、高根、篠岡、古雅、野口違井那、野

口友ヶ根、野口高畑、野口柿花、野口島ノ田、野口中田、野口惣門、野口定道、大

山、野口、林野原、林新外、林南、林中、林、林北、林西、池ノ内、池ノ内赤堀、

池ノ内道木、本庄、小松寺） 

③ 多治見市の以下の地域 

   （赤坂町、池田町、大沢町、大原町、音羽町、喜多町、小泉町、幸町、昭栄町、十九

田町、住吉町、精華町、太平町、宝町、田代町、月見町、廿原町、白山町、平井町、

富士見町、前畑町、美山町、若松町） 

 

（サービスの利用に当たっての留意事項） 

第１０条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けて

もらうよう指示を行う。 

   ２ 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。 

① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。 

② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。 

③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。 

 

（衛生管理等） 

第１１条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。 

   ２ 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に

掲げる措置を講ずるものとする。 

    ① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６

月に１回以上開催するとともに、その結果について、生活相談員等に周知徹底を
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図る。 

    ② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

    ③ 事業所において、生活相談員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため

の検証および訓練を定期的に実施する。 

 

（非常災害対策） 

第１２条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成

し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１３条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。 

   ① 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等 

     を活用して行う事ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その 

     結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

   ② 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

   ③ 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を 

     定期的に（年１回以上）実施すること。 

   ④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１４条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継

続的に実施するための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。 

   ２ 事業所は、生活相談員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

   ３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。 

 

（身体拘束） 

第１５条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むをえない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理

由を記録するものとする。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１６条 事業所は、生活相談員等に対し、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講ずるものとする。また、生活相談員等の質的向上を図るた

めの研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 
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① 採用時研修 採用後６ヶ月以内 

② 継続研修  年１回以上 

   ２ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

   ３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる

ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業

者との雇用契約のないように含むものとする。 

   ４ 事業所は、適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な

言動又は優越的な関係を背景とした言動であった業務錠必要かつ相当な範囲を

超えたものにより生活相談員等の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。 

   ５ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人春生会と

事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

付 則 

この規定は、 平成 １７年 ６月 １日から施行する。 

この規程は、 平成 １７年 ６月２３日から改正する。 

この規定は、 平成 １７年１０月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 １８年 ４月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 １８年 ７月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 １８年 ７月１６日から改正する。 

この規定は、 平成 １８年 ９月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 １８年１０月 ９日から改正する。 

この規定は、 平成 １８年１１月１６日から改正する。 

この規定は、 平成 １９年 ４月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 １９年 ４月１６日から改正する。 

この規定は、 平成 ２０年 ６月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 ２０年１２月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 ２１年 ４月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 ２２年 ６月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 ２３年 ６月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 ２４年 ４月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 ２４年 ９月 １日から改正する。 

この規定は、 平成 ２５年 ６月 １日から改正する。 

この規程は、 平成 ２６年 ６月 １日から改正する。 

この規程は、 平成 ２６年１０月 １日から改正する。 

この規程は、 平成 ２６年１２月 １日から改正する。 

この規程は、 平成 ２７年 ４月 １日から改正する。 

この規程は、 平成 ２７年 ８月 １日から改正する。 

この規程は、 平成 ２８年 ４月 １日から改正する。 

この規程は、 平成 ２９年 ５月 １日から改正する。 

この規程は、 平成 ２９年 ６月 １日から改正する。 

この規程は、 平成 ３０年 ４月 １日から改正する。 

この規程は、 令和  １年 ６月 １日から改正する 

この規程は、 令和  ２年 ６月 １日から改正する 

この規程は、 令和  ３年 ６月 １日から改正する 

この規程は、 令和  ４年 ６月 １日から改正する 

この規程は、 令和  ６年 ４月 １日から改正する 

 


